
 

 

1  

手
帳
の
交
付 

施 策 要 覧 
 

  ※この表は施策の対象者である場合は○印を付してあります。ただし、制度が年齢、

所得状況、当該施策における障害程度の審査等により対象とならない場合もあります。

こちらに記載されていない施策については、目次をご覧ください。 

事業種別 相談 医 療 の 給 付 等 手 当 、 年 金 等 在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 

障

害

種

別 

事

業

名 

相
談
等
の
窓
口 

自
立
支
援
医
療(

更
生
医
療)

の
給
付 

自
立
支
援
医
療(

育
成
医
療)

の
給
付 

障
害
者
自
立
支
援
医
療 

特
別
対
策
費
の
給
付 

自
立
支
援
医
療(

精
神
通
院
医
療)

の
給
付 

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
制
度 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

重
度
障
害
老
人
健
康
管
理
費
支
給
制
度 

特
定
医
療
費(

指
定
難
病)

支
給
認
定
制
度 

特
別
障
害
者
手
当 

障
害
児
福
祉
手
当 

特
別
児
童
扶
養
手
当 

外
国
籍
市
民
重
度
障
害
者
特
別
給
付
金 

特
別
障
害
給
付
金 

児
童
扶
養
手
当 

障
害
基
礎
年
金 

心
身
障
害
者
扶
養
共
済 

生
活
福
祉
資
金
の
貸
付 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
等 

移
動
支
援
・
ほ
ほ
え
み
ネ
ッ
ト 

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス 

重
度
障
害
者
入
院
時
支
援
員
派
遣
事
業 

重
度
障
害
者
緊
急
時
介
護
人
派
遣
事
業 

休
日
・
夜
間
緊
急
対
応
支
援
事
業 

手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者
の
派
遣 

視
覚
障
害
者
生
活
指
導
員
派
遣
等
事
業 

視
覚
障
害
者
入
院
時
意
思
疎
通
支
援
事
業 

短
期
入
所 

日
中
一
時
支
援 

通
所
サ
ー
ビ
ス 

重
度
身
体
障
害
者
入
浴
サ
ー
ビ
ス 等

級 

視 

覚 

障 

害 

1 

( ○ ○   ○ ○ ○  一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

( ( (     ○ ○ 

( ( (  
2 72 ○ ○   ○ ○ ○  一部 一部 一部 ○ ○ ○

部 

○ ○ ○ 障 障 障     ○ ○ 障 障 障  

3 ペ ○ ○   一部 ○ 一部  一部  一部  ○  ○ ○ ○ 害 害 害     ○ ○ 害 害 害  

4 ー ○ ○               ○ 者 者 者     ○ ○ 者 者 者  

5 ジ ○ ○               ○ 総 総 総     ○ ○ 総 総 総  

6 か ○ ○               ○ 合 合 合     ○ ○ 合 合 合  

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
又
は 

2 ら ○ ○   ○ ○ ○  一部 一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 支 支 支    ○   支 支 支  
3 84 ○ ○   一部 ○ 一部  一部  ○  ○  ○ ○ ○ 援 援 援 

( ( ( ○   援 援 援  

4 ペ ○ ○               ○ 法 法 法 22 22 23 ○   法 法 法  

5 ー ○ ○               ○ に に に ペ ペ ペ    に に に  

6 ジ ○ ○               ○ つ つ つ ー ー ー ○   つ つ つ  
そ
し
ゃ
く 

言
語
・ 

音
声
・ 

3 を ○ ○   一部 ○ 一部  一部  ○  ○  ○ ○ ○ い い い ジ ジ ジ    い い い  
4 ご ○ ○    ○           ○ て て て を を を    て て て  

肢
体
不
自
由 

1 覧 ○ ○   ○ ○ ○  一部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    ご ご ご       ○ 
2 く ○ ○   ○ ○ ○  一部 一部 ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○ 21 21 22 覧 覧 覧    25 25 25 ○ 

3 だ ○ ○   一部 ○ 一部  一部 一部 一部  一部 一部 一部 ○ ○ ペ ペ ペ く く く    ペ ペ ペ  

4 さ ○ ○    一部     一部  一部  一部  ○ ー ー ー だ だ だ    ー ー ー  

5 い ○ ○               ○ ジ ジ ジ さ さ さ    ジ ジ ジ  

6 
) ○ ○               ○ を を を い い い    を を を  

内
部
障
害 

1  ○ ○   ○ ○ ○  一部 一部 一部 ○ ○ 一部 ○ ○ ○ ご ご ご 

) ) )    ご ご ご  
2  ○ ○   ○ ○ ○  一部 一部 一部 ○ ○  ○ ○ ○ 覧 覧 覧       覧 覧 覧  

3  ○ ○ 一部  一部 ○ 一部  一部  一部  ○  ○ ○ ○ く く く       く く く  

4  ○ ○               ○ だ だ だ       だ だ だ  

療
育 

A      ○ ○ ○  一部 一部 ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○ さ さ さ       さ さ さ  
B      一部  一部  一部 一部 一部  一部  一部 ○ ○ い い い       い い い  

精

神 

1     ○  ○   一部 一部 一部 ○ 一部 一部 一部 一部 ○ 

) ) )       

) )
 

)
  

2     ○  ○   一部 一部 一部  一部 一部 一部 一部 ○              

3     ○     一部 一部 一部  一部 一部 一部 一部 ○              

難病          ○ 一部 一部 一部  一部 一部 一部 一部 一部              

備

考 

  

医
療
内
容
に
よ
り
給
付
で
き
な
い
も

の
が
あ
る
。
一
部
所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

65
歳
以
上 

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者 

所
得
制
限
あ
り 

認
定
基
準
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

所
得
制
限
あ
り 

お
お
よ
そ
の
目
安
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
診

断
書
に
よ
る
。 

        

手
話
通
訳
の
配
置
は
23
ペ
ー
ジ 

      

お

お

よ

そ

の

目

安

で

あ

り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

お

お

よ

そ

の

目

安

で

あ

り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

お

お

よ

そ

の

目

安

で

あ

り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

 

お

お

よ

そ

の

目

安

で

あ

り 

原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 

児
童
の
父
又
は
母
の
障
害
の
お
お
よ
そ
の
目

安
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
診
断
書
に
よ
る
。 
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手
帳
の
交
付 

 

 

 

事業種別 在 宅 福 祉 サ ー ビ ス 税 金 ・ 公 共 料 金 の 減 免 等 

障

害

種

別 

事

業

名 

補
装
具
費
の
支
給 

日
常
生
活
用
具
の
給
付 

点
字
ワ
ー
プ
ロ(

パ
ソ
コ
ン)

の
共
同
利
用 

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
助
成
事
業 

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム 

緊
通
連
動
住
警
器 

消
防
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ 

Ｎ
Ｅ
Ｔ
119 

京
都
市
版
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
の
配
布 

地
域
に
お
け
る
見
守
り
活
動
促
進
事
業 

家
庭
ご
み
の
有
料
指
定
袋
の
無
料
配
布 

大
型
ご
み
収
集
の
申
込
み 

ご
み
収
集
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

所
得
税
・
住
民
税
の
所
得
控
除 

軽
自
動
車
税
の
減
免 

自
動
車
税
等
の
減
免 

福
祉
乗
車
証 

重
度
障
害
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成 

Ｊ
Ｒ
運
賃
の
割
引 

私
鉄
運
賃
の
割
引 

民
間
バ
ス
運
賃
の
割
引 

タ
ク
シ
ー
料
金
の
割
引 

航
空
運
賃
の
割
引 

フ
ェ
リ
ー
運
賃
の
割
引 

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
半
額
減
免 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
全
額
減
免 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
電
話
番
号
の
無
料
案
内 

青
い
鳥
郵
便
ハ
ガ
キ
の
無
料
配
布 等

級 

視 

覚 

障 

害 

1 ○ ○ ○  ○    ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 
2 ○ ○ ○  ○    ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 

3 ○ 一部 ○      ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○  

4 ○ 一部 ○      ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○ ○ ○  

5 ○ 一部 ○      ○     ○ ○ 

 

 △  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

6 ○ 一部 ○      ○     ○ ○  △  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
又
は 

2 ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
3 ○ ○  

(  (
 ○ ○ ○  

( ( ( ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
聴覚のみ ○   

4 ○ ○  30  31 ○ ○ ○  34 35 36 ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

5 ○ ○  ペ  ペ   ○  ペ ペ ペ ○ ○ 一部 △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
聴覚のみ ○   

6 ○ ○  ー  ー 

○ ○ ○  ー ー ー ○ ○  △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   
そ
し
ゃ
く 

言
語
・ 

音
声
・ 

3 ○ ○  ジ  ジ ○ ○ ○  ジ ジ ジ ○ ○ 一部 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   
4 ○ ○  を  を ○ ○ ○  を を を ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

肢
体
不
自
由 

1 ○ ○  ご ○ ご   ○ ○ ご ご ご ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○ 
2 ○ ○  覧 ○ 覧   ○ ○ 覧 覧 覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一部 ○ 

3 ○ 一部  く  く   ○  く く く ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

4 ○ 一部  だ  だ   ○  だ だ だ ○ ○ ○ 下
肢
・
体
幹 

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

5 ○ 一部  さ  さ   ○  さ さ さ ○ ○ ○ △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

6 ○ 一部  い  い   ○  い い い ○ ○ ○ △  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

内
部
障
害 

1 一部 一部  

) ○ )   ○ ○ 

) ) ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
2 一部 一部   ○    ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

3 一部 一部       ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

4 一部 一部       ○     ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   

療
育 

A  ○       ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 

B         ○     ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○  

精

神 

1  ○       ○     ○ △ ○ ○ ○     ○   ○ ○ ○  
2         ○     ○   ○      ○    ○ ○  

3         ○     ○   ○      ○    ○ ○  

難病  ○ 一部       ○                     

備

考 

 

障
害
状
況
に
よ
り
給
付
で
き
な
い
も
の
が

あ
る
。
所
得
制
限
あ
り 

障
害
状
況
、
世
帯
状
況
に
よ
り
給
付
で
き
な

い
も
の
が
あ
る
。
所
得
制
限
あ
り 

 

所
得
制
限
あ
り 

世
帯
状
況
に
よ
り
貸
与
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。 

    

上
記
の
単
身
世
帯
等
が
対
象 

    △
は
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
）
を
交
付
さ
れ
て
い

る
方
の
み
。 

 

い
る
方
の
み 

 

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
減
免
額
に
上
限
あ
り 

△
は
5
割
引 

敬
老
・
福
祉
乗
車
証
と
の
選
択
制 

  

一
部
の
会
社
適
用 

   

Ｊ
Ｒ
運
賃
割
引
に
い
う
第
一
種
身
体
障
害
者
は
介
護
者
運
転
の

場
合
も
可
。
◎
は
介
護
者
運
転
の
み 

障
害
の
あ
る
方
が
世
帯
主
の
場
合 

障
害
の
あ
る
方
を
世
帯
構
成
員
に
有
す
る
場
合 

世
帯
構
成
員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税 

  

 

頁 26 27 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 36 38 38 38 43 45 46 46 46 46 47 47 47 50 50 50 52 



 

 

1  

手
帳
の
交
付 

 

 

 

 社 会 参 加 の 援 助 

そ の 他 
その他 

障

害

種

別 

事

業

名 

身
体
障
害
者
自
動
車
改
造
費
助
成 

駐
車
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
交
付 

京
都
お
も
い
や
り
駐
車
場
利
用
証
制
度 

視
覚
障
害
者
家
庭
生
活
訓
練
事
業 

盲
青
年
等
社
会
生
活
教
室
開
催
事
業 

中
途
失
明
者
歩
行
訓
練
事
業 

聴
覚
言
語
障
害
者
生
活
訓
練
事
業 

難
聴
者
自
立
生
活
訓
練
事
業 

選
挙
（
郵
送
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
） 

市
民
し
ん
ぶ
ん
点
字
版
等
の
発
行 

図
書
の
在
宅
貸
出 

点
字
図
書
・
録
音
図
書
の
貸
出 

ヒ
ア
リ
ン
グ
ル
ー
プ
の
配
備
施
設 

障
害
者
手
帳
ア
プ
リ
「
ミ
ラ
イ
ロ
Ｉ
Ｄ
」 

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利
用 

身
体
障
害
者
結
婚
相
談
事
業 

身
体
障
害
者
法
律
相
談
事
業 

精
神
障
害
者
法
律
相
談
事
業 

住
環
境
相
談
事
業 

知
的
障
害
者
専
門
相
談
事
業 

重
度
障
害
者
等
就
労
支
援
特
別
事
業 

障
害
者
就
労
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト 

就
労
に
向
け
た
障
害
者
向
け
Ｉ
Ｔ
教
室 

公
営
施
設
等
の
入
場
料
の
減
免 

市
営
住
宅
の
優
先
選
考 

い
き
い
き
ハ
ウ
ジ
ン
グ
リ
フ
ォ
ー
ム 

す
こ
や
か
賃
貸
住
宅
・
す
こ
や
か
賃
貸
住
宅
協
力
店 

居
住
支
援
法
人 

教
育
制
度
に
つ
い
て 

等

級 

視 

覚 

障 

害 

1  ○  ○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○    

2  ○  ○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○    

3  ○        ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○     

4  一部        ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    

 

5          ○  ○  ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○      

6          ○  ○  ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○      

 平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
又
は 

2  ○     ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○    

3 

( ○ 

(    ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  

( ○ ○ ○ ○  

( ( ( 

4 53  54

  

   ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  71

  

○ ○ ○ ○  69 70 88 

5 ペ  ペ           ○ ○ ○ ○  ○  ペ ○ ○ ○   ペ ペ ペ 

6 ー  ー    ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○  ○  ー ○ ○ ○   ー ー ー 

そ
し
ゃ
く 

言
語
・ 

音
声
・ 

3 ジ  ジ    ○    ○   ○ ○ ○ ○  ○  ジ ○ ○ ○ ○  ジ ジ ジ 
4 を  を        ○   ○ ○ ○ ○  ○  を ○ ○ ○ ○  を を か 

 
肢
体
不
自
由 

1 ご ○ ご      ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  ご ○ ○ ○ ○ ○ ご ご ら 
2 覧 一部 覧      ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  覧 ○ ○ ○ ○ ○ 覧 覧 95 

3 く 一部 く        ○   ○ ○ ○ ○  ○  く ○ ○ ○ ○  く く ペ 

4 だ 一部 だ        ○   ○ ○ ○ ○  ○  だ ○ ○ ○ ○  だ だ ー 

5 さ  さ           ○ ○ ○ ○  ○  さ ○ ○ ○   さ さ ジ 

6 い  い           ○ ○ ○ ○  ○  い ○ ○ ○   い い を 

内
部
障
害 

1 
) ○ 

)      ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  

) ○ ○ ○ ○ ○ 

) ) ご 

2  ○       ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○   覧 

3  ○       ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    く 

4           ○   ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○    だ 

療
育 

A  ○            ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○ ○   さ 

B              ○ ○     ○  ○ ○ ○     い 

精

神 

1  ○            ○ ○   ○    ○ ○ ○ ○    

) 

2              ○ ○   ○    ○ ○ ○ ○     

3              ○ ○   ○    ○ ○ ○      

難病               ○ ○       ○ ○       

備

考 

 

所
得
制
限
あ
り 

      

 

  

対
象
外
の
方
も
中
央
図
書
館
に
要
相
談 

対
象
外
の
方
も
中
央
図
書
館
に
要
相
談 

  

京
都
市
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
京
都

市
障
害
者
教
養
文
化
・
体
育
会
館 

     

   

動
物
園
・
二
条
城
・
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
等 

 

移
動
設
備
設
置
の
対
象
者
は
肢
体
不
自
由
一
級
の
一
部
の
み
。 

障
害
状
況
に
よ
り
助
成
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。所
得
制
限
あ
り
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